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　 　 【 請 求 項 １ 】

技 者 の 操 作 に 応 じ て 変 化 す る 遊 技 状 況 を 検 出 す る 遊 技 状 況 検 出 手 段 と 、
　 前 記 遊 技 状 況 検 出 手 段 の 検 出 結 果 に

こ と を 特 徴 と す る 遊 技 機 。

　 遊
基 づ い て 種 々 の 抽 選 を 行 う 主 制 御 手 段 と 、

　 前 記 主 制 御 手 段 の 抽 選 結 果 に 基 づ い て 第 １ 演 出 装 置 を 制 御 す る 第 １ 補 助 制 御 手 段 と 、
　 前 記 主 制 御 手 段 の 抽 選 結 果 に 基 づ い て 第 ２ 演 出 装 置 を 制 御 す る 第 ２ 補 助 制 御 手 段 と を 備
え た 遊 技 機 に お い て 、
　 前 記 主 制 御 手 段 と 前 記 第 １ 補 助 制 御 手 段 と 前 記 第 ２ 補 助 制 御 手 段 と を 別 々 に 構 成 し 、
　 前 記 主 制 御 手 段 は 前 記 抽 選 に よ り 遊 技 態 様 を 決 定 す る と 共 に 、
　 そ の 決 定 さ れ た 遊 技 態 様 情 報 を 含 む 遊 技 態 様 情 報 コ マ ン ド を 前 記 第 １ 補 助 制 御 手 段 へ 送
信 し 、
　 前 記 第 １ 補 助 制 御 手 段 は 、 前 記 主 制 御 手 段 か ら 受 け 取 っ た 前 記 遊 技 態 様 情 報 コ マ ン ド に
基 づ い て 前 記 第 １ 演 出 装 置 の 演 出 制 御 内 容 を 決 定 し て 前 記 第 １ 演 出 装 置 を 制 御 す る と 共 に
、
　 そ の 決 定 さ れ た 演 出 制 御 内 容 に 即 し て 第 ２ 演 出 装 置 を 制 御 す る た め の 演 出 コ マ ン ド を 前
記 第 ２ 補 助 制 御 手 段 へ 送 信 し 、
　 前 記 第 ２ 補 助 制 御 手 段 は 、 前 記 第 １ 補 助 制 御 手 段 か ら 受 け 取 っ た 前 記 演 出 コ マ ン ド に 基
づ い て 第 ２ 演 出 装 置 を 制 御 す る
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